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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
障
害
者
介
助
等
助
成
金
の
額
等
を
定
め
る
件
及
び
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
の

四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金
の
額
等
を
定
め
る
件
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
案
要
綱

第
一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
障
害
者
介
助
等
助
成
金
の
額
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正

障
害
者
介
助
等
助
成
金
に
つ
い
て
、
重
度
訪
問
介
護
等
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
る
対
象
障
害
者
で
あ

る
労
働
者
に
つ
い
て
職
場
介
助
者
の
委
嘱
を
実
施
し
た
場
合
の
助
成
限
度
額
を
、
対
象
と
な
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
月
額
十

三
万
三
千
円
（
た
だ
し
、
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
対
象
と
な
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
月
額
十
五
万
円
）
と
す
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
二

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金
の
額
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正

重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金
に
つ
い
て
、
重
度
訪
問
介
護
等
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
る
対
象
障
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害
者
で
あ
る
労
働
者
に
つ
い
て
通
勤
援
助
者
の
委
嘱
を
実
施
し
た
場
合
の
助
成
限
度
額
を
、
対
象
と
な
る
労
働
者
一
人
に
つ

き
月
額
七
万
四
千
円
（
た
だ
し
、
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
対
象
と
な
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
月
額
八
万
四
千
円
）

と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

適
用
期
日

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
に
支
給
す
る
障
害
者
介
助
等
助
成
金
及
び
重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金
に

適
用
す
る
こ
と
。


